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野田市都市計画マスタープランの見直し（素案）に対する意見募集の結果について

パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり

です。

１ 政策等の題名

野田市都市計画マスタープランの見直し（素案）

２ 意見の募集期間

平成２９年９月１日（金曜日）から平成２９年１０月３日（火曜日）まで

３ 意見の募集結果

① 提出者数・意見数 ７人 ２８件

② 提出方法 直接持参 １人 ７件

郵送 ０人 ０件

ＦＡＸ ２人 １０件

Ｅメール ２人 ８件

住民説明会 ２人 ３件

③ 政策等に反映した意見 ３件

４ 意見の概要と市の考え方

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

第１章 野田市の現況と特性

１－２ 現況と特性 ５）自然・歴史・文化

１ 自然環境都市化、市民の自然に対

する意識向上

残っている谷地を中心とする自然

を行政の関与でよみがえらせ、東京

に最も近い自然環境の優れた都市と

して野田市をアピールしていくべき

である。都市アメニティの観点から

も観光の面からも元となるリソース

があるにもかかわらず「人をひきつ

ける場所」が圧倒的に不足している。

『周辺部に残された谷地群および斜

面林は生物多様性の宝庫であり』に

変更する。

谷地における自然資源の豊富さは

認識しており、次のとおり修正しま

す。

（修正前）「その他、国道１６号沿い

に広がる平地林や、市街地の内部や

周辺部に残された斜面緑地なども、

野田市の特徴的な自然資源として挙

げられます。」

（修正後）「その他、国道１６号沿い

に広がる平地林や、市街地の内部や

周辺部に残された谷地群及び斜面林

は生物多様性の宝庫であり、野田市

の特徴的な自然資源として挙げられ

ます。」

修正有り
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

第２章 まちづくりの目標

① ２－１ 将来都市像と基本目標 ②２－２ 将来都市構造

２ 第２章 公共交通軸では東京直結

鉄道と記述してあるが第３章 基本

方針（４）では東京直結鉄道（地下

鉄８号線）となっている。統一して

ほしい。

ご意見のとおり、東京直結鉄道（地

下鉄８号線）に統一し、修正いたし

ます。（５か所） 修正有り

２－２ 将来都市構造 ３）将来都市構造

３ 国道１６号線沿道の山林保存に努

めてもらいたい。

第２章及び【第３章３－３水やみ

どりを大切にしたまちづくり】にお

いて、国道１６号沿道の山林につき

ましては、みどりの軸として位置づ

け、みどりの保全や創出に努める旨

記載させて頂いておりますので、引

き続きみどりの軸の形成を推進しま

す。

修正無し

第３章 部門別方針

３－１ 都市と自然が調和したまちづくり ３）主な土地利用ごとの具体的な方針（２）

４ 『中央の杜、野田市総合公園、野

田市関宿総合公園、関宿にこにこ水

辺公園、野田市スポーツ公園、こう

のとりの里周辺など、および各地区

に残された谷地を中心とした自然を

保護保全し、市民が身近に野田市の

自然とふれあうことができる緑地を

保全します。』に変更する。

野田市におきましては、谷地にお

ける自然資源の豊富さは認識してお

り、谷地を含めたうえで市民の愛着

を生み出すみどりの保全に努めるこ

とを表しておりますので、素案の修

正はいたしません。

修正無し

３－１ 都市と自然が調和したまちづくり

５ 谷吉地区の優良な農地を保全する

地域の表記をしてください。

（同様の意見１件）

谷吉地区につきましては、ほ場整

備による農地がありますが、現状は

荒廃農地が多い状況となっており、

優良な農地を保全する地域としての

判断が、極めて難しい状況であると

考えております。この地域について

は【第２章 将来都市構造図】にお

いて総合計画と同様に農業振興ゾー

ンに指定しておりますので、素案の

修正はいたしません。

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

３－２ 安全で快適な交通環境づくり ２）具体的な方針（３）

６ 埼玉方面に向かう橋の数も交通量

と比較して少なく渋滞の原因となっ

ている。野田橋、国道１６号の大渋

滞が例。野田橋付近の４車線化の案

はあるが野田橋も４車線化するの

か。江戸川に架かる橋を増やす様に

お願いしたい。

第３章および【第４章地区別構想

４－１中央地区まちづくり構想

５）まちづくりの方針】において、

主要地方道越谷野田線の野田橋付近

の４車線化を促進することとしてお

り、第３章 交通体系方針図におい

て橋を含めた４車線化を図示してい

ます。

また、浦和野田線建設促進期成同

盟会として、越谷市、さいたま市、

吉川市、松伏町とともに千葉県知事、

埼玉県知事に対して野田橋を含む主

要地方道越谷野田線の４車線化およ

び建設促進の要望書を提出するな

ど、円滑な交通の実現に向けた要望

活動を行っています。

修正無し

３－２ 安全で快適な交通環境づくり

７ 運河に架かる橋が少なく渋滞の原

因となっていると思う。運河に架か

る橋を増やす案を追加してほしい。

現在のところ、利根運河に橋を架

ける具体的な計画はありませんが、

【第２章 まちづくりの目標 ２－

２将来都市像、第３章 部門別方針

３－２安全で快適な交通環境づく

り】にある道路ネットワークの整備

などにより快適な交通環境を形成

し、一時的な交通集中による渋滞の

緩和を図りたい考えです。以上のこ

とから素案の修正はいたしません。

修正無し

３－２ 安全で快適な交通環境づくり

８ 下総利根大橋の交通量が少ない様

に思え、無料にすれば圏央道が開通

した現在であれば、無料化で交通量

が増加し、芽吹大橋、境大橋の交通

量が適正化され渋滞も緩和できると

思う。ぜひ借金返済前の早期無料化

の陳情をお願いしたい。圏央道の開

通と情勢の変化もあるため周知を徹

底してから行ってもらいたい。

野田市では茨城県坂東市とともに

千葉県知事、茨城県知事に対して「下

総利根大橋有料道路の早期無料化を

求める要望書」を提出し、無料化に

向けた要望活動を行っています。 修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

３－２ 安全で快適な交通環境づくり

９
陸の孤島と揶揄

や ゆ

されている関宿地

区の交通の便を何とかしてもらいた

い。東京直結鉄道は関宿地区にこそ

必要であり、野田市駅を通るルート

となると関宿地区には全く意味がな

い、住民税は平等に徴収されている

のだから市内のどこでも同じ様に生

活出来る様にしてほしい。

交通政策審議会答申第１９８号で

は、東京８号線の延伸（亀有～野田

市）という形で位置付けられており

ます。この位置付けを踏まえ、東京

８号線八潮～野田市間の先行整備に

向けて取り組んでまいります。その

取組の一環として、答申に示された

課題の整理を図るため、今年度から

３か年かけて市単独で調査を行いま

す。調査は、学識経験者、有識者等

をメンバーとする委員会形式により

実施し、鉄道沿線のまちづくりを、

野田市全体のまちづくりの観点から

も議論してまいります。

修正無し

３－２ 安全で快適な交通環境づくり

10 東京直結鉄道の構想も関宿地区に

住む者としては、野田市駅に向かう

よりは春日部から東京に向かうルー

トの方が早い様に思うので恩恵が得

られず、そこに税金が使われるのは

反対です。

交通政策審議会答申第１９８号で

は、東京８号線の延伸（亀有～野田

市）という形で位置付けられており

ます。この位置付けを踏まえ、東京

８号線八潮～野田市間の先行整備に

向けて取り組んでまいります。その

取組の一環として、答申に示された

課題の整理を図るため、今年度から

３か年かけて市単独で調査を行いま

す。調査は、学識経験者、有識者等

をメンバーとする委員会形式により

実施し、鉄道沿線のまちづくりを、

野田市全体のまちづくりの観点から

も議論してまいります。以上のこと

から素案の修正はいたしません。

修正無し

３－２ 安全で快適な交通環境づくり

11 関宿地区には鉄道が無くバスのみ

の公共交通しかない。バスの場合、

通勤時間帯や工事等の交通状態で遅

延が多く利便性が良いとは言い難

く、ＢＲＴ等の導入を追加検討して

もらいたい。

具体的な方針としてバス路線の維

持・整備・充実を図ること、また、

骨格的な幹線道路の整備として広域

幹線道路の整備促進を図ることによ

り快適な交通環境づくりを目指すと

しており、ＢＲＴの導入は現在考え

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

ておりませんが、貴重なご意見とし

て参考にさせて頂きます。

以上のことから素案の修正はいた

しません。

※BRT（バス・ラピッド・トランジッ

ト,Bus Rapid Transitの略）バスを

基盤とした大量輸送システムであ

り、連節バス、PTPS（公共車両優先

システム）、バス専用道、バスレーン

等を組み合わせることで、速達性・

定時性の確保や輸送能力の増大が可

能となる高次の機能を備えたバスシ

ステムのこと。バス高速輸送システ

ムとも呼ばれる。

３－３ 水やみどりを大切にしたまちづくり １）基本方針

12 「谷地群および斜面林は生物多様

性の宝庫である」こと及び「各地区

に残された谷地を中心とした自然を

保護保全する」ことを現在の記載に

取り入れる。

野田市におきましては、谷地にお

ける自然資源の豊富さは認識してお

り、谷地を含めたうえで市民の愛着

を生み出すみどりの保全に努めるこ

とを表しておりますので、素案の修

正はいたしません。

修正無し

３－３ 水やみどりを大切にしたまちづくり ２）具体的な方針

13 第３章 部門別方針 ３－３水や

みどりを大切にしたまちづくり

２）具体的な方針に『(３)谷地、緑

地の保護保全、整備各地域に残され

ている「谷地」は、野田の語源であ

る「沼田（ぬた）」そのものであり、

これらを段階的に保護保全し市民が

利用できるよう整備することで当市

が本当の緑あふれ自然とふれあうこ

とができるまちになるよう計画を策

定していきます。』を追加する。

野田市におきましては、谷地にお

ける自然資源の豊富さは認識してお

り、谷地を含めたうえで市民の愛着

を生み出すみどりの保全に努めるこ

とを表しておりますので、素案の修

正はいたしません。 修正無し

３－３ 水やみどりを大切にしたまちづくり

14 竹林の再生

放置竹林が野田にも数十か所ある

が、再生をボランティアでおこなう

ご意見のとおり市内には竹林があ

りますが、そのほとんどが民有地で

あり、農家のいわゆる屋敷林などの

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

ことを提言したい。 小規模な竹林であると認識しており

ます。

このためボランティア活動を含

め、第三者の介在による再生はハー

ドルが高いと思われますが、貴重な

ご意見として参考にさせていただき

ます。

３-７ 安心して暮らせるまちづくり ２）具体的な方針（１）

15 図書館を利用しているが、トイレ

の水洗化（洋式化）がされていない

ため、高齢者が利用するのに不便で

はないか。

都市計画マスタープランは都市の

あるべき将来像やまちづくりの方向

性を示す都市計画の基本的な方針で

あり、具体的な整備計画は記載して

いません。

ご意見のトイレ洋式化について

は、現在市では小・中学校を最優先

して行っており、その他の施設につ

いては公共施設の維持管理方針であ

る平成２７年策定の「ファシリティ

マネジメント（施設の長寿命化計画）

の基本方針」に基づくバリアフリー

化の一環として整備を進めておりま

す。なお、バリアフリー化の具体的

な整備内容は、障がい者等のニーズ

調査結果や施設の利用状況等に基づ

き、福祉のまちづくり運動推進協議

会交通バリアフリー法専門部会の意

見を踏まえて計画しております。

修正無し

３-９ 野田市を満喫できる環境づくり １）基本方針（３） ２）具体的な方針（５）

16 道の駅の誘致

東葛地区にほとんど道の駅がなく

わざわざ埼玉や沼南まで行くことが

多いので集客の手法として招聘を検

討すると入れてほしい。

現在全国で１，１００を超える道

の駅が整備されておりますが、市町

村または市町村に代わり得る公的な

団体が設置することになります。

現在、庁内において道の駅の整備

に係る研究会を開催し、事業化に向

けた課題の研究に取り組んでおりま

すことから、「野田市の地域資源をア

ピールし、地域の魅力を伝え、訪れ

る人々が喜び楽しむことができる観

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

光拠点として、さらに地域の人々も

集い交流する活動拠点となるような

道の駅の整備を図ります。」と記述し

ており、今後推進してまいります。

以上のことから、素案は修正いた

しません。

第４章 地区別構想

４－１ 中央地区まちづくり構想

17 野田市駅西口の土地区画整理事業

について、住民は計画段階でマンシ

ョンなどの高層建物の建築には反対

の意向であった。住民の意向を反映

したまちづくりを進めてほしい。

平成１９年頃のご意見のお話だと

思われますが、市は住民と十分に話

し合いをし、ご意見を聞くなど、手

続きを踏んで進めてきたことを説明

して了解を得ており、その中で“住

民の意見を十分くみ取って街づくり

をしてほしい”というご意見を頂い

ています。今回、野田市駅西地区の

用途地域を商業地域、近隣商業地域

に変更する等の手続きを行います

が、事前に区域内権利者に説明し、

また、地権者代表で構成される野田

市駅西土地区画整理審議会に諮る

等、住民や権利者の方々の了解を頂

いて手続きを進めております。現在、

反対意見は特にありませんが、今後

も住民や権利者の皆様からご意見を

聞き、十分な調整をしながら進めて

まいります。

修正無し

４－３ 南部地区まちづくり構想

18 梅郷駅東口広場交番予定地の東側

に運河駅寄りの踏切から線路に沿っ

ている道路に繋がる歩道を新設して

もらいたい。駐輪場の利便性が良く

なります。

都市計画マスタープランは、都市

計画に関する基本的な方針を示すも

のであるため、貴重なご意見として

参考にさせていただきます。

修正無し

４－３ 南部地区まちづくり構想 ５）まちづくりの方針

19 既存の都市計画道路宮崎・山崎線

を国道16号線東京トヨペット前交差

点から旧日光街道を結ぶ道路まで延

伸してもらいたい。梅郷駅入口五叉

南部地区では都市計画道路今上木

野崎線の整備を最重点として進めて

おります。都市計画道路宮崎・山崎

線については、【第３章 部門別方針

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

路交差点と旧日光街道混雑緩和のた

め。（同様の意見１件）

３－２ 安全で快適な交通環境づく

り】において、長期未着手の都市計

画道路を検証するとしており、その

中で整備時期等についても検証する

考えです。

４－３ 南部地区まちづくり構想 ５）まちづくりの方針

20 市道山崎野田線梅郷駅入口五叉路

交差点に野田市内方向と旧日光街道

（市役所方面）方向の分離車線を設

置してもらいたい。混雑緩和のため。

市役所方面への右折レーン設置に

ついては現状では幅員が足りずに設

置できない状況にあります。レーン

設置のための幅員を確保するには交

差点形状そのものの大規模改修とな

ることから難しいものと考えており

ます。

修正無し

４－４ 北部地区まちづくり構想 ４－５ 川間地区まちづくり構想

22 谷吉地区の優良な農地を保全す

る地域の表記をしてください。

（同様の意見１件）

谷吉地区につきましては、ほ場整備

による農地がありますが、現状は荒廃

農地が多い状況となっており、優良な

農地を保全する地域としての判断が、

極めて難しい状況であると考えてお

ります。この地域については【第２章

将来都市構造図】において総合計画と

同様に農業振興ゾーンに指定してお

りますので、素案の修正はいたしませ

ん。

修正無し

４－５ 川間地区まちづくり構想 ５）まちづくりの方針

23 （川間地区のまちづくり構想を）

『利根川や江戸川、はきだし沼のほ

か、駅から離れていない場所に大き

な自然が残されており、学校群も近

いため今後の保護保全と開発の慎重

なコントロールに努めていく』に変

更する

「○くり堀川やはきだし沼周辺の

自然環境の保全・活用を図り、周辺

環境と調和した、自然と親しめる親

水整備を推進します。」と記述してお

り、ご意見の趣旨を包含しています

ので、素案の修正はいたしません。

修正無し

第５章 実現化への方針

５－２ 実現のための取組体制

24 市民、来訪者を魅了するまちづくり

都市計画と併せて全体ビジョンを

つくれる組織を市で考えてみてはど

うか。都市アメニティの観点から本

シティプロモーションの推進体制

に関するご意見と存じますが、野田

市を全国に売り込んでいくシティプ

ロモーションは将来的な野田市の発

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

都市計画でこれに触れておくことが

望ましいと考える。観光課やその他

の部署ではなかなか総括的に取り組

めないため市全体プランとして組織

の枠を越えられるようにしておくこ

とが重要です。

展のために非常に重要な取組みであ

り、その中に都市計画マスタープラ

ンの要素を含めて検討することが必

要であると考えています。

現在、市では野田市の魅力を効果

的に情報発信していくための専門の

課の設置や専門の職員の配置など、

体制整備に向けた検討を進めていま

す。

長期的な視点に立って計画的なま

ちづくりを推進できるような体制の

確立に努めることとしていますの

で、素案の修正はいたしません。

用語集

25 野田市総合計画平成２８年３月策

定の考え方で見直しを

（用語集の＊１野田市総合計画の説

明を野田市総合計画平成２８年３月

策定の考え方で見直しが必要と考え

る。）

野田市総合計画は平成２３年の地

方自治法の改正により、法的な義務

付けは廃止されているものの、市の

総合的かつ計画的な行政運営の指針

であることから、引き続き平成２８

年度を始期とする新しい総合計画を

策定し、基本構想について議会の議

決を受けています。

従いまして、マスタープラン【用

語集】を次のとおり修正します。

＊１ 野田市総合計画

市の総合的かつ計画的な行政運営

の指針を示すものであり、将来都市

像を実現するための施策を示した市

民と行政の目標となるもの

修正有り



